
暮らしの情報

もよおし

と　き　５月10日（日）
　午前10時～午後２時（小雨決行）
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
　　　　（椿世町407－1）
内�　容　ゴーヤで緑のカーテン教

室、池干し体験、環境クイズなど
参加費　無料
当日の問合先　☎090－2578－5068
※ 催し物によっては、参加者数を

制限する場合があります。

　平成27年３月の亀山市議会定
例会で、太田淳子さん（和田町）が
議会の同意を得て、教育委員会委
員に選任されました。任期は４月
１日から平成29年２月21日まで
です。

　経済的な問題で生活に困っている人、長く失業している人、ひきこも
りやニートに関する悩みを抱えている人など、まずは窓口にご相談くだ
さい。

●自立相談支援（相談窓口：市社会福祉協議会）
　～あなただけの支援プランを作ります～
　生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはご相談ください。
支援員が相談を受けて、どのような支援が必要であるかを相談者と一緒
に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支
援を行います。

●住居確保給付金支給の受付（相談窓口：市社会福祉協議会）
　～家賃相当額を支給します～
　離職などで住居を失った人または失うおそれの高い人に、就職に向け
た活動を行うなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の
土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※資産収入等に関する一定の要件を満たす人が対象です。

●家計相談支援（相談窓口：市社会福祉協議会）
　～家計の立て直しをアドバイス～
　家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を
管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へ
のつなぎ、必要に応じて貸付のあっせんなどを行い、早期の生活再生を
支援します。

●子どもの学習支援（相談窓口：教育委員会学校教育室）
　～子どもの明るい未来をサポート～
　子どもの学習支援を中心に、進学に関する支援等も行います。
※ 平成27年夏ごろからの支援開始を目指し、スタッフ募集やその運営方

法について準備を進めています。

お知らせ

亀山里山公園「みちくさ」
春のイベント

教育委員会委員が
選任されました

環境産業部環境保全室
（☎82－8081）

教育委員会教育総務室
（☎84－5072）

４月１日から生活困窮者の支援制度が開始
生活全般にわたる困りごとの相談窓口を設置しています

市社会福祉協議会（あいあい　☎82－7985）
教育委員会学校教育室（☎84－5075）　　　

年金だより 平成27年度の保険料は月額15,590円です

市民文化部保険年金室（☎84－5005）　　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

　国民年金の保険料は、年度ごとに定められた保険料額に保険料改定率（名目
賃金の変動割合をもとに計算）を掛けて計算します。平成27年度の保険料（月
額）は、昨年度の15,250円から340円の増額となりました。
　また、平成27年度の年金額は、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライ
ドによる調整と合わせて、昨年度から0.9％の引き上げとなりました。なお、受給
者の受取額が変わるのは、通常４月分の年金が支払われる６月からです。
※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。　URL http://www.nenkin.go.jp/
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